
京都市指定給水装置工事事業者リスト（上京区）

指定
番号 指定工事事業者名 フリガナ 郵便番号 所　　在　　地　 電話番号 ＦＡＸ番号 補給管契約候

補者登録業者
漏水修繕
登録業者

406 ㈲いまにし商店 ｲﾏﾆｼｼｮｳﾃﾝ 602-8341 京都市上京区中立売通六軒町西入三軒町65ｰ1 075-461-4240 075-461-4241

197 ㈱えびす建設 ｴﾋﾞｽｹﾝｾﾂ 602-0907 京都市上京区室町通武者小路下る福長町520 075-451-3986 075-431-3660 ○

22 大西工業㈱ ｵｵﾆｼｺｳｷﾞｮｳ 602-8072 京都市上京区中長者町通新町西入仲之町284-1 075-451-3123 075-432-2874

222 岡本設備 ｵｶﾓﾄｾﾂﾋﾞ 602-8373 京都市上京区仁和寺街道御前通西入下横町202ｰ19 075-461-6564 075-461-6561

272 ㈱かつらぎ ｶﾂﾗｷﾞ 602-8163 京都市上京区下立売通千本東入田中町468番地 075-811-4111 075-811-4520

758 カワサキ浴槽 ｶﾜｻｷﾖｸｿｳ 602-8104 京都市上京区下立売通日暮東入浮田町601 075-821-1441 075-841-1747

405 ㈱新和建設 ｼﾝﾜｹﾝｾﾂ 602-0092 京都市上京区大宮通寺之内上る三丁目北仲之町507ｰ2 075-451-8400 075-431-8188

78 ㈱鈴木工業所 ｽｽﾞｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 602-0943 京都市上京区小川通一条上る革堂町 86 075-432-0166 075-432-0169 ○

508 ㈱セラ中央 ｾﾗﾁｭｳｵｳ 602-8146 京都市上京区猪熊通丸太町上る木屋之町493番地の3 075-801-4141 075-821-4107

390 大日㈱ ﾀﾞｲﾆﾁ 602-8146 京都市上京区丸太町通猪熊上る木屋之町486 075-822-2866 075-822-2755

319 塚原設備㈱ ﾂｶﾊﾗｾﾂﾋﾞ 602-8355 京都市上京区上ノ下立売通御前東入天満屋町310番地1 075-461-3582 075-461-3403

573 津田管工業所 ﾂﾀﾞｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 602-8475 京都市上京区千本通五辻上る牡丹鉾町564番地 075-462-4970 075-462-4970

241 東海工業所 ﾄｳｶｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ 602-0894 京都市上京区烏丸通鞍馬口下ル東入上御霊中町452番地3 075-441-1458 075-415-1213

258 ㈲トラスト ﾄﾗｽﾄ 602-8032 京都市上京区西洞院丸太町上ル夷川町384-2 075-256-8655 075-256-8656

113 ㈱中川工業所 ﾅｶｶﾞﾜｺｳｷﾞｮｳｼｮ 602-8347 京都市上京区仁和寺街道六軒町西入四番町121ｰ3 075-461-2305 075-464-1305 ○

120 ㈲西村商店 ﾆｼﾑﾗｼｮｳﾃﾝ 602-8176 京都市上京区下立売通浄福寺東入下丸屋町493ｰ1 075-841-5474 075-801-8902

425 ㈲ファーストステージ ﾌｧｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ 602-8437 京都市上京区五辻通大宮東入西石屋町734 075-417-4192 075-432-2503

686 ㈱ファインテクニカル ﾌｧｲﾝﾃｸﾆｶﾙ 602-8367 京都市上京区上ノ下立売通御前西入堀川町512番地 075-467-0777 075-467-1777

636 ほくさん京都サービスセンターﾎｸｻﾝｷｮｳﾄｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰｲﾏﾃﾞ602-0832 京都市上京区今出川通寺町西入ル大原口町209番地の１ 075-231-8653 075-231-8657

184 マサヒロ工業 ﾏｻﾋﾛｺｳｷﾞｮｳ 602-8155 京都市上京区竹屋町千本東入主税町1021 075-841-7149 075-841-7149

187 ㈱ミヤコ設備 ﾐﾔｺｾﾂﾋﾞ 602-0827 京都市上京区出町桝形上る相生町95番地 075-211-2956 075-256-1095

指定給水装置工事事業者リストの補助配水管工事及び給水装置工事等に係る契約候補者登録業者欄に記載されている○印については，

局が発注する補助配水管工事及び給水装置等の工事の請負契約業者として登録されている業者で，その旨，ホームページに掲載する

ことを希望した指定業者です。

ただし，この登録業者との契約についても，お客さまと指定業者との間で行っていただくものですので，上下水道局が関与するもの

ではありません。

  漏水修繕登録業者について

が水道メーター下流側の緊急の漏水修繕を依頼されるときに，漏水修繕に関して上下水道局からの紹介を希望する指定給水装置工事

事業者を上下水道局が登録してお客さまに紹介しています。

※本日の待機業者については，担当の営業所へお問い合わせください。

漏水修繕工事の契約についても，指定業者とお客さまとの間で行っていただくものですので，工事内容や費用については，十分な説

明を受けてください。

・工事着手前に施工方法，所要時間，概算額について十分な説明を受けてください。

・追加工事が必要と言われた場合は，その理由と追加費用の概算額を必ず確認してください。

・請求額に納得ができない場合は，請求額の内訳の提示を求め不明な点を確認してください。

平成23年10月21日現在

また，緊急の工事であっても，後のトラブルを避けるため，次の事項に十分ご留意ください。

・工事施工中は立会い，不明な点はその場で確認してください。 

指定給水装置工事事業者リストの漏水修繕登録業者欄に記載されている○印については，平日夜間・土日祝日・年末年始にお客さま

　補助配水管工事及び給水装置工事等に係る契約候補者登録業者について
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